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甲
号証

作　成
年月日

作成者 立証趣旨 備考

１６９
の１

第75回原子力安全委
員会　資料第7-2号
「耐震設計審査指針
の改訂に伴う関西電
力株式会社　美浜発
電所１号機、高浜発
電所３、４号機、大
飯発電所３、４号機
耐震安全性に係る評
価について（基準地
震動の策定及び主要
な施設の耐震安全性
評価）」に対する見
解に関する原子力安
全委員会決定

写
し
平成２２年
１２月６日

原子力安
全委員会

原子力安全委員会は、平成２
２年１２月２日に耐震安全性
評価特別委員会で取りまとめ
られた大飯３・４号機を含む
関西電力原子力発電所の耐震
安全性評価に関する見解につ
いて、同特別委員会から報告
を受け、審議の結果、これを
妥当なものと認め、決定した
こと（表紙）。その決定内容
の中に、「動的機能維持評価
に関し、制御棒挿入性につい
ては、原子炉設置許可を受け
た時間内に挿入されることを
確認した」ことが記述されて
いる（別添２２頁）。

１６９
の２

第75回原子力安全委
員会速記録（議題
（７）についての
み）

写
し
平成２２年
１２月６日

原子力安
全委員会

甲１６９号証の１の決定が原
子力安全委員会の正式決定で
あることを示す（速記録３３
頁）。

１７０

耐震設計審査指針の
改訂に伴う関西電力
株式会社大飯発電所
３，４号機耐震安全
性に係る評価につい
て（基準地震動の策
定及び主要な施設の
耐震安全性評価）

写
し
平成２２年
１１月２９日

原子力安
全・保安
院

平成２２年１２月２日の耐震
安全性評価特別委員会（原子
力安全委員会設定）に提出さ
れた大飯３・４号機の耐震安
全性に係る原子力安全・保安
院の見解。３７頁に関西電力
が設定した評価基準値とし
て、安全評価の解析条件であ
る挿入時間２．２秒を制御棒
挿入性に関する評価基準値
（規定時間）とすることが記
述され、その評価基準値の設
定は妥当なものと原子力安
全・保安院は判断したこと。
また、制御棒の挿入時間が評
価基準値を満たしていること
を８５頁の表7.3.4で確認し
ている。
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